
行財政改革待ったなし！
～持続可能な茅野市であるために～

茅野市運動公園プールの営業終了についてVol.7

施設使用料の見直しについて　その２Vol.8

「行財政改革プラン2023」 に掲げた項目の一つに、 「プールの廃止」 があります。

「茅野市公共施設再編計画」 （令和３年２月策定） のなかでも 「廃止を含めて検討」 としていましたが、

今夏の営業をもって営業の終了を予定しており、 今後閉鎖に向けた諸手続きを進めていきます。

Vol.7　茅野市運動公園プールの営業終了について

茅野市運動公園のプールは昭和52年に建設され、 46年が経過しており、

老朽化が顕著となっています。 プール躯体の塗装工事や機械設備の更新など

の大規模改修を行うには、 概算で1億円以上の費用が必要となる見込みです。

また、 プールに関する指定管理者 （運営委託者） の近年の経営状況は、 人

件費と電気料等の維持管理費に約1,300万円を要しています。 対する利用

料収入は約500万円となっており、 不足となる約800万円については市が

指定管理委託料として補填している状況です。

老朽化に伴う利用者の安全確保と利用者数も低迷しているなかでの市の財政状況を考えると、 茅野市運動公園プールを

維持していくことは困難であるため、 今夏の営業をもって閉鎖することとしました。

なお、 今夏の営業日程については 「広報ちの」 ７月号にてご案内します。

問　スポーツ健康課　☎72-8399 （直通）  ／ E-mail　sports@city.chino.lg.jp

Vol.8　施設使用料の見直しについて　 その２
広報ちの４月号の１３ページでお知らせしました 「行財政改革待ったなし！～持続可能な茅野市であるために～ Vol.6 

施設使用料の見直しについて」 で、 茅野市に公共施設の使用料や入館料を見直し、 令和７年４月から新しい使用料に改

定する予定である旨をお知らせしました。 今回は、 その中の 「使用料の減免 （減額 ・ 免除） の基本的な考え方」 をお

知らせします。

施設使用料の減免（減額・免除）の基本的な考え方

問　財政課　行革推進係　☎72-2101 （内線 168） ／ E-mail　zaisei@city.chino.lg.jp

現状と閉鎖に至った理由

● 使用料の減額

　　　使用料の減額は、 ２分の１以内を原則とします。

● 使用料の免除

　　使用料の免除は、 次に掲げるもの以外は原則行わないこととします。

　　 ・ 官公庁が主催する事業その他これらに類する公共性の高い事業

　　 ・ 諏訪地域の市町村で連携して行っている小中学校に対する入館料の免除

information

第２次茅野市環境基本計画改定（案）及び
茅野市ゼロカーボン戦略（案）のパブリックコメント （意見募集）

内容 現在、 茅野市では、 第２次環境基本計画に内包さ

れる茅野市減CO2計画 （茅野市地球温暖化対策

実行計画 （区域施策編）） に基づき、 地球温暖化対

策を推進しています。 地球温暖化の加速度的な進

行、 気候変動に伴う自然災害の増加など、 茅野市

減CO2計画策定時の想定を超える地球規模の情勢

の変化に対応するため、 第2次茅野市環境基本計

画の見直し及び令和６年度を始期とする茅野市ゼロ

カーボン戦略の策定を進めています。 この度、 計

画案がまとまりましたので、 市民の皆さんからのご

意見を募集します。

住所及び氏名 （法人その他の団体にあっては、

所在地、 名称及び代表者氏名） 並びに電話番号

を明記の上、 書面にて電子メール、 郵送、 FAX

又は茅野市役所２階環境課 ・ ゼロカーボン推進

室窓口まで持参してください。

匿名及び電話での受け付けはしていませんので、

ご了承ください。 上記の方法によることが難し

い場合は問い合わせ先までお申し出ください。

提出方法

以下のいずれかに該当する方

（1） 市内に住所を有する方

（2） 市内の事務所又は事業所に勤務する方

（3） 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

（4） 市内の学校に在学する方

（5） 市内に別荘等を有する方

対象

茅野市ホームページ、茅野市役所２階環境課・ゼ

ロカーボン推進室窓口、各地区コミュニティセン

ター、茅野市役所ベルビア店で閲覧できます。

資料閲覧

●いただいたご意見に対する考え方は、 ホーム

ページで公表します。

●個別の回答はいたしませんのでご了承ください。

●類似の意見は集約することがあります。

その他

提出期間 ５月１６日 （木）〜６月１４日 （金） 必着

野焼きは原則禁止です

法律で廃棄物の野外焼却は、原則禁止
されています

【例外として認められている焼却】

●農業のためにやむを得ないもの

●災害の予防、 応急対策または復旧のために必要なもの

●どんど焼き、 キャンプファイヤーなど地域行事など

苦情が寄せられています

毎年、 野焼きに対して 「洗濯物に臭いがついて困る」 「の

どが痛い」 といった苦情が大変多く寄せられます。

野焼きは害虫の発生を防ぐなどの効果があり、 古くから農

地などで行われてきた大切な作業ですが、 周辺へ迷惑にな

らないよう下記の例のような配慮をお願いします。

【配慮例】

（１） 風の弱い日の選択 （２） 焼却物の乾燥

（３） 焼却物を小分けにする （４） 周辺の住宅に周知する

（５） 堆肥化や燃えるごみとしての処分

問　環境課　公害衛生係　☎72-2101 （内線 264 ・ 265）

ゼロカーボン推進室　ゼロカーボン推進係　☎72-2101 （内線 272）

環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 262）

問
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